
相談窓口のホームページのご案内

　高齢者等のための保健・医療・福祉・介護に関する幅広い相談に応じる
北九州市直営の「総合相談窓口」です（フリーダイヤル）。
【ホームページURL】https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/file_0951.html

地域包括支援センター

　介護保険料や利用者負担の軽減に関するお問い合わせは、お住まいの区役所の
保健福祉課介護保険担当までお問い合わせください。
【ホームページURL】https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/file_0437.html

各区 介護保険担当窓口

　介護サービス事業所や介護保険施設を比較・検討して適切に選ぶための
情報を提供しています。
【ホームページURL】https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/（厚労省HP）

介護サービス情報の公表制度

アクセスは
こちらから

アクセスは
こちらから

アクセスは
こちらから

介護サービス等の利用について

在宅サービスを利用できる上限額

介護サービス利用までの流れ

みんなで支え合う

介護保険【概要版】

第1号被保険者
（65歳以上）

寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする人

日常生活を営むうえで、支援が必要で、適切に
サービスを利用すれば改善する見込みの高い人

加齢に伴う特定の病気
（16種類）により、
要介護状態になった人

介護給付の対象者
【要介護1～5】

予防給付の対象者
【要支援1・2】

生活機能の低下がみられ、
要介護状態等となるおそれの高い人

一般介護予防事業 すべての人 介護予防活動を支援する人

介護予防・
日常生活支援
総合事業の対象者

第2号被保険者
（40歳以上65歳未満）

介護保険とは
　介護保険制度は、介護が必要になっても、能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、介護が必要な人
を社会のみんなで支えあう仕組みとして、平成12年4月に始まりました。
　40歳以上の人が加入して保険料を納め、介護が必要な時は保険を利用して費用の1割負担（一定以上
所得者は、2割または3割負担）で介護保険サービスが受けられます。

要支援1・2 要介護1～5非該当

「地域包括支援センター」へ相談

ケアプランの作成
（地域包括支援センター）

介護（予防）サービス

在宅でサービスを
受けたい

生活の中で
困ったことがある

生活の中で
困ったことがない

介護保険施設等へ
入所したい

事業対象者※

元気な人や自立した
生活を送っている人 要介護・要支援認定の申請

介護予防・日常生活支援総合事業

・在宅サービス
・地域密着型サービス

予防給付

生活機能の維持・向上に
効果的なサービスを提供
する

・在宅サービス
・地域密着型サービス
・施設サービス

介護給付サービス・活動事業一般介護予防事業
・訪問型サービス
・通所型サービス・介護予防普及啓発事業 など

ケアプランの作成
（居宅介護支援事業所）

ケアプランの作成
（地域包括支援センター）

ケアプランの作成
地域包括支援センター

または
介護予防支援事業所（　　　　　　　）

※事業対象者とは、要介護認定で「非該当」となった場合などで、基本チェックリストに
　該当し、かつ地域包括支援センター等に介護予防ケアマネジメントの依頼をした人です。

区役所窓口に行かなくても市のホームページからいつでも
ご確認いただけます。

パンフレット全体版はこちら

掲載ページ

要支援・要介護の認定を受けた
 人を含む全高齢者が利用可（　　　　　　　　　 ）

※利用者負担1割の場合
※支給限度額内でサービスを利用した場合は利用者負担の割合に応じた負担となり、
　支給限度額を超えた場合、超えた分は全額自己負担となります。

※特段の事情で全体版の郵送が必要な場合は、上記までお問い合わせください。
TEL：093-582-2771　FAX：093-582-5033　E-mail：ho-kaigo@city.kitakyushu.lg.jp
北九州市保健福祉局  介護保険課　（〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号）
発　行

区分

要支援１・事業対象者

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

支給限度額（1カ月の利用者負担のめやす）※

約50,320円（約5,032円/月）

約105,310円（約10,531円/月）

約167,650円（約16,765円/月）

約197,050円（約19,705円/月）

約270,480円（約27,048円/月）

約309,380円（約30,938円/月）

約362,170円（約36,217円/月）

　在宅サービスを利用する場合、要介護度に応じて利用できる金額に上限（支給限度額）があります。
また、サービスによっては、要介護度に対して、１回あたりの利用者負担額が異なることがあります。

サービス・活動事業



身体介護（30分以上1時間未満の場合）：約470円
生活援助（20分以上45分未満の場合）：約220円
通院時の乗車・降車等介助（1回）：約120円

訪問介護（ホームヘルプサービス）

5～6時間の場合（通常規模）
要介護1～5：約780円～約1,230円＋食費

通所介護（デイサービス）（1回につき）

訪問看護ステーションの場合
20分未満の場合：約320円
30分未満の場合：約470円
30分以上1時間未満の場合：約820円

介護予防   訪問看護（1回につき）

訪問看護ステーションの場合
20分未満の場合：約330円
30分未満の場合：約490円
30分以上1時間未満の場合：約850円

訪問看護（1回につき）

要支援1：約3,970円＋食費
要支援2：約6,100円＋食費

介護予防   通所リハビリテーション（デイケア）
（1カ月につき）

6～7時間の場合（通常規模）
要介護1～5：約920円～約1,550円＋食費

通所リハビリテーション（デイケア）（1日につき）

介護老人保健施設併設型で多床室（相部屋）の場合
要支援1：約670円＋滞在費・食費
要支援2：約840円＋滞在費・食費
要介護1～5：約920円～約1,160円＋滞在費・食費

短期入所療養介護【介護予防短期入所療養介護】
（ショートステイ）

特別養護老人ホーム併設型で多床室（相部屋）の場合
要支援1：約520円＋滞在費・食費
要支援2：約650円＋滞在費・食費
要介護1～5：約710円～約1,030円＋滞在費・食費

短期入所生活介護【介護予防短期入所生活介護】
（ショートステイ）（1日につき）

全身入浴：約990円

介護予防   訪問入浴介護（1回につき）

全身入浴：約1,440円

訪問入浴介護（1回につき）

短期集中リハビリテーション実施加算含む：約520円

介護予防   訪問リハビリテーション（1回につき）

短期集中リハビリテーション実施加算含む：約530円

訪問リハビリテーション（1回につき）

基本料金（1カ月につき）：約1,200円
巡回訪問（1回につき）：約450円
随時訪問（1回につき）：約690円

夜間対応型訪問介護

多床室（相部屋）の場合
要介護1～5：約20,900円～約30,600円＋居住費・食費

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）（1カ月につき）

多床室（相部屋）の場合
要介護1～5：約26,800円～約33,900円＋居住費・食費

介護老人保健施設（1カ月につき）

要介護者に対する　看護職員6：1、介護職員4：1の場合
要介護1～5：約26,500円～約43,500円＋居住費・食費

介護医療院（1カ月につき）

7～8時間の場合（単独型）
要支援１：約1,160円＋食費
要支援２：約1,270円＋食費
要介護1～5：約1,320円～約1,830円＋食費

認知症対応型通所介護
【介護予防認知症対応型通所介護】（1日につき）

要支援１：約5,310円＋宿泊費・食費
要支援2：約9,370円＋宿泊費・食費
要介護1～5：約14,500円～約33,800円＋宿泊費・食費

小規模多機能型居宅介護
【介護予防小規模多機能型居宅介護】（1カ月につき）

要支援2：約29,210円＋居住費・食費
要介護1～5：約29,470円～約32,820円＋居住費・食費

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
【介護予防認知症対応型共同生活介護】
（1カ月につき）

要介護1～5：約11,430円～約36,000円

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（1カ月につき）

5～6時間の場合
要介護1～5：約870円～約1,390円＋食費

地域密着型通所介護（デイサービス）（1日につき）

要介護1～5：約17,640円～約39,510円＋宿泊費・食費

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）
（1カ月につき）

ユニット型個室の場合
要介護1～5：約25,360円～約35,270円＋居住費・食費

地域密着型介護老人福祉施設（1カ月につき）

医師または歯科医師の場合：約520円

介護予防   居宅療養管理指導（1回につき）

医師または歯科医師の場合：約520円

居宅療養管理指導（1回につき）

要介護1～5：約19,600円～約28,800円＋居住費・食費

特定施設入居者生活介護（1カ月につき）

要支援1：約7,000円＋居住費・食費
要支援2：約11,400円＋居住費・食費

介護予防   特定施設入居者生活介護（1カ月につき）

介護保険サービスの一例

〇在宅サービス 〇地域密着型サービス

〇施設サービス


